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新型コロナウイルスの感染拡大により、長期にわたる臨時休校を余儀なくされた学校ですが、緊急事態宣言の

解除により、少しずつ日常を取り戻しつつあります。改めて学校における危機管理について、全職員で共通理解

を図っていただきたいと思います。

学校は、児童生徒等の心身の安全を脅かすすべてを「危機」ととらえ、教育活動のあらゆる場面で、危機はい

つでも起こり得るという認識に立ち、「事前の危機管理（事件・事故の発生を未然に防ぐための危機管理）」と「事

後の危機管理（事件・事故が発生した時の危機管理」の両面から危機管理体制を構築することが必要です。

新しい生活様式による子どもたちの学校生活が、安全・安心なものになるよう、組織的な取り組みをお願いい

たします。

令和２年３月に千葉県教育委員会から発行された「学校安全の手引き」を参考に、学校安全計画や危機管理マ

ニュアルの見直し、改善を是非お願いします。

（１）安全管理・安全指導について

① 昨年の台風１５号、１９号等による被害状況を振り返り、自然災害等への対応について、学校安全計画

や危機管理マニュアルの見直し、改善をお願します。

② 複数の目で、最悪を想定した安全点検の実施をお願いします。

※「学校安全の手引き」P143～ P147参照
③ 継続的な、児童生徒への交通安全指導、保護者への啓発をお願いします。

○小学生：歩行中の不注意による交通事故、特に飛び出しによる事故が多く報告されています。

○中学生：ほとんどが、自転車通学時の事故です。

○令和元年度は、児童生徒が保護者の車に同乗していての事故が多く報告されました。

○自転車乗車時のヘルメット着用、自転車損害賠償保険加入の推奨をお願

いします。

（２）教職員の交通事故

①令和元年度管内教職員の交通事故報告件数：３１件

②令和２年度管内教職員の交通事故報告件数： ８件（６月１７日現在）

③傾向

○出退勤時における、交差点での追突、右左折時の衝突等（重大な対二輪車事故も報告されています。）

○横断歩道上等の歩行者との接触で重大事故に発展するケースがありました。

（３）教員免許更新について

①２年間の更新期間がありますが、できるだけ１年目で余裕をもって更新手続きを進めてください。

注）講習を受講しただけでは免許は更新されません。県教委への申請により、免許更新修了確認証明書が

発行されて、免許更新完了となります。

②令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を理由に、現職教員について、延期又は延長が

可能となっています。（詳細は、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続

等の留意事項について（通知）」を参照のこと。）

注）現職教員・・・自身の有する免許状により教授を行っている教員に限られます。例えば、小学校免許

を所有しないが、小学校において少人数指導やきめ細かな指導を行っている中学校免

許所有者、スクール・サポート・スタッフとして勤務している免許所有者、市町採用

の支援員等で勤務されている免許所有者等は該当しません。

「安全・安心な環境」づくりのために

①学校安全計画の策定と見直し

②危機管理マニュアルの作成・見直し・改善

③適切な安全点検と改善

④事故発生時の心のケア等
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